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入札参加要領 

 

 令和７年１月１７日（金）に地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項

第４号に基づき徳島市が行う行政財産貸付に伴う一般競争入札に参加される方は、次の各事項

を御承知の上、入札してください。 

 

 （入札に付する物件） 

第１ 入札に付する物件（以下「入札物件」といいます。）は次のとおりです。 

   徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所本庁舎１階 

    自動販売機設置スペース ３箇所（１～３号物件） 

徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所本庁舎１２階食堂内 

    自動販売機設置スペース ２箇所（４、５号物件） 

 ※ 詳細は８～１９頁の物件調書を御覧ください。 

 

（貸付期間） 

第２ 貸付期間は、令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までとします（更新はできま

せん。）。 

 

 （予定価格） 

第３ 当該入札物件の予定価格（最低賃貸借料）は次のとおりとします。 

  (1) １号物件：２７，３００円（税込）（年額） 

  (2) ２号物件：２７，３００円（税込）（年額） 

 （3） ３号物件：２３，５００円（税込）（年額） 

 （4） ４号物件：２３，８００円（税込）（年額） 

 （5） ５号物件：２３，８００円（税込）（年額） 

 

 （用途の制限） 

第４ 今回の入札物件の用途は、徳島市が定める仕様の範囲内の自動販売機等の設置に限るこ

ととします。 

※ 詳細は８～１９頁の物件調書を御覧ください。 

 

 （入札参加資格） 

第５ 飲料水等の自動販売機設置業務において３年以上の実績を有する法人であって、次のい

ずれにも該当しない方であれば、どなたでも参加できます。 

  (1) 次のいずれかに該当すると認められる者 

ア 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２

      条第１項各号に掲げる者 

     (2) 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後３年を経過していな
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い者 

ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品

      質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき 

イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成

      立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき 

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき 

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又

      は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき 

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき 

カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意

に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき 

キ 前アからカまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契

約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき 

  (3) 徳島市暴力団等排除措置要綱第３条に規定する排除措置を受けている者 

     (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団、当該団体の構成員及びその構成員を役員、代理人、使用人又は

入札代理人として使用している者 

  (5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号第

     ５条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役職員又は構成員 

  (6) 法令等の規定により販売について許認可等が必要な場合に、当該許認可等を受けてい

ない者 

 

 （現地説明会の日時及び場所） 

第６ 現地説明会の開催希望があった場合には、次の日時及び場所において、徳島市の職員が

入札物件の説明を行います。開催を希望される方は、令和６年１２月１１日（水）までに

下記現地説明会申込フォームで行ってください。 

  (1) 日時 令和６年１２月１３日（金）午前１０時から 

  (2) 場所 徳島市幸町２丁目５番地 

徳島市役所本庁舎１階（入札物件（１号物件）の場所） 

  (3) 現地説明会申込フォーム 

        リンク先：https://logoform.jp/form/fZa2/807076 

        QRコード 

         

 ２ 開催希望がなかった場合は、現地説明会を行いません。なお、現地説明会に参加されな

くても入札には参加できますが、物件の現況はすべて了知されているものとみなします。 

 ３ 事情により予告なく現地説明会を延期又は中止することがあります。 

 

 （物件の確認） 
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第７ 入札に参加する方（以下「入札参加者」といいます。）は、入札前に必ず入札物件の現

況等を確認してください。 

 ２ 物件は、現状有姿のまま貸し付けます。入札参加者は、令和６年１１月２９日付公告

（本要領と同じ内容）、物件調書及び現地説明会等で説明した事項についての不知、不明

を理由として疑義を申し立てることはできません。 

 

 （入札参加申込み） 

第８ 入札参加者は、次の期間内に下記入札参加申込フォームで申請しなければ、第11により

執行する入札に参加することができません。 

(1) 受付期間 

令和６年１１月２９日（金）から令和６年１２月２５日（水） 

  (2) 申込後の手続き 

        入札参加申込後、参加資格審査を行い、資格審査の結果通知をお送りします。入札

参加決定の場合、入札書、委任状及び入札に関する説明等の必要書類をお送りします

ので、よくお読みになって、第11により執行する入札に参加してください。 

  (3) 入札参加申込フォーム 

        リンク先：https://logoform.jp/form/fZa2/775536 

        QRコード 

          

 

 （質問及び回答） 

第９ 本件入札に関し質問がある場合には、下記入札質問申込フォームにて令和６年１２月１

８日（水）までに申請してください。 

    これに対する回答は、令和６年１２月２０日（金）正午までに徳島市ホームページにて公表

します。 

 入札質問申込フォーム 

     リンク先：https://logoform.jp/form/fZa2/807160 

     QRコード 

  

 

（契約条項を示す日時及び場所） 

第10 徳島市役所ホームページにおいて市有財産賃貸借契約書（案）を公開しています。 

 

 （入札執行及び開札の日時及び場所） 

第11 入札執行及び開札の日時及び場所は次のとおりです。 

(1) 日時  令和７年１月１７日（金）午後１時３０分から 

  (2) 場所  徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所５階 ５０１会議室 



4 

 

２ 午後１時３０分の入札開始時間に遅れた方は、入札に参加できません。 

３ 入札室に入ることができるのは各参加者につき１人だけです。 

 

 （入札執行日に持参するもの） 

第12 入札参加者及び代理人は、入札の時に次に掲げるものを必ず持参してください。 

  (1) 通知書（第８の(2)によりお送りしたもの） 

  (2) 入札書（(1)に同封） 

  (3) 入札書提出用の封筒（長形３号程度のもの） 

  (4) 印鑑登録している印鑑（代理人による入札の場合は不要） 

  (5) 入札保証金に係る納入通知書兼領収書（原本） 

  (6) 代理人による入札の場合は代理権を証する書面（委任状、徳島市指定の様式による）

とその書面に使用した代理人の印鑑 

  (7) 法人登記のない支社、支店等で入札・契約する場合は代理権を証する書面（委任状、

徳島市指定の様式による） 

 

 （入札の要領） 

第13 入札書は所定の様式によるものとし、その記載にあたっては次に掲げるところにより作

成してください。 

  (1) 文字は、すべて楷書とし、ペン書き又は黒のボールペン書きとすること 

  (2) 金額を表示する数字は、アラビア数字で記載し、最初の数字の前に￥を記入すること 

  (3) 入札金額の訂正は認めないので、訂正する場合には新たに入札書を作成すること 

  (4) 入札年月日及び住所氏名は、明瞭に記載して押印すること 

 ２ 入札は物件ごとに行います。物件ごとに入札書を作成し、封筒に入れて提出してくださ

い。 

 ３ 入札参加者は提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。 

 ４ 郵便による入札は認めません。 

 

 （入札金額の表示） 

第14 入札金額の表示は、契約しようとする年額の賃貸借料に１１０分の１００を乗じて得た 

額で表示してください。 

 

 （入札保証金） 

第15 各入札物件の入札保証金は１号物件８，１９０円、２号物件８，１９０円、３号物件７，

０５０円、４号物件７，１４０円、５号物件７，１４０円とします。 

２ 入札参加者は、入札保証金を、入札書提出前に納付しなければなりません。入札保証金

は、第８の(2)によりお送りした入札保証金に係る納付書にて所定の金融機関で納付した

上で、入札執行日に納入通知書兼領収書（原本）を御持参ください。 

 ３ 落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札者決定後、適正な請求があってから概ね

  ２週間で返還いたします。入札保証金の返還に必要な請求書は、後日メールにて配布しま

  す。 
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 ４ 入札保証金には、利子を付しません。 

 ５ 落札者が指定の日までに契約を締結しないときは、その者の落札は効力を失い、納付し

ている入札保証金は徳島市に帰属します。 

 

 （開札の要領） 

第16 開札の結果、徳島市の設定する予定価格以上の価格で入札した者のうち、最高価格をも

って入札した者（以下、「落札候補者」という。）を決定し、次順位以降を確定させた上

で落札決定を保留し、入札を終了します。 

２ 同価の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて順位を確定し

ます。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代え

て当該入札事務に関係のない徳島市職員にくじを引かせて順位を決定します。 

 ３ 開札の結果、落札候補者がないときは、直ちに再度の入札を行います。当初を含めて３

回まで入札を行っても落札候補者がないときは、この入札は打ち切るものとします。 

 ４ １号物件及び２号物件、４号物件及び５号物件は、販売種類を多様化し、複数の事業者

への貸付を推進するため、同一事業者による複数設置を制限する方式とします。ついては、

１号物件の落札候補者が行なった２号物件の入札、２号物件の落札候補者が行なった１号

物件の入札、４号物件の落札候補者が行なった５号物件の入札、５号物件の落札候補者が

行なった４号物件の入札はそれぞれ、入札金額に関わらず、落札候補者順位を最後とし、

他の落札候補者が行なった入札が無効になった場合のみ落札候補者とします。なお、落札

候補者は物件番号の数字の小さいものから順に決定します。 

 

 （必要書類の提出） 

第17 落札候補者は提出期限までに下記書類を提出しなければならない。 

  ⑴提出書類 

ア 印鑑登録証明書（原本） 

     ※登記されている代表取締役等の名義のものとしてください。 

   イ 法人にかかる登記事項証明書（履歴事項全部又は現在事項）（原本） 

        ※申請時の代表取締役等の名義のものとしてください。 

   ウ 飲料水等の自動販売機設置実績調書及び実績を証する書類の写し（契約書、使用許

可書等） 

   エ 設置予定の自動販売機の仕様が分かる資料（物件ごとに分けて提出） 

    なお、ア、イについては令和６年１０月１７日（木）以降の日付のものに限ります。 

  ⑵提出期限  令和７年１月３１日（金）午後５時 

  ⑶提出場所  徳島市幸町２丁目５番地 

         徳島市役所 ７階 徳島市財政部財産管理活用課 

  ⑷提出方法  直接財産管理活用課へ持参するか、郵便（令和７年１月３１日（金）午後

          ５時までに必着）により提出してください。 

 （落札の決定） 

第18 落札候補者が第17に定める書類を提出後、入札要件を満たしていれば落札者として決定

し、落札決定通知書を送付します。 
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２ 落札候補者が第17に定める書類を期限内に提出しない場合、もしくは入札要件を満たし

ていない場合は、落札候補者が行った入札は無効とし、開札時に決定した順位における次

順位者を新たな落札候補者とし、その旨を通知します。新たな落札候補者が第17に定める

書類を期限内に提出し、入札要件を満たしていれば、落札決定となりますが、落札決定と

ならなかった場合はさらに次順位の者が新たな落札候補者となり、落札決定するまで同様

の手続きを行います。 

３ 前項のとおり確認し、落札者が決定しない場合はこの入札を打ち切ります。 

４ 新たに落札候補者となった者は第17に定める書類を新たに落札候補者となった日から起

算して１０日以内（閉庁日を除く）に直接財産管理活用課へ持参するか郵便により提出し

なければなりません（提出期限日午後５時までに必着）。 

 

 （入札の無効） 

第19 次の各号に該当する入札は無効とします。 

  (1) 入札資格のない者のした入札 

  (2) 第15に定めた所定の入札保証金を納付しない者のした入札 

  (3) 入札に遅参した者の入札 

  (4) 記名押印のない入札 

  (5) 指定する入札書記載事項を表示せず若しくはその記載事項が不明確であり又は一定の 

   金額をもって価格を表示しない入札 

  (6) 同一物件について２通以上の入札書の提出をした入札 

 （7） 落札候補者が第17に定める確認書類を期限内に提出しないとき 

 （8） 落札候補者が入札参加資格確認のために入札執行者が行った指示に応じないとき 

  (9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

 

 （契約保証金及び契約の締結） 

第20 落札者は、落札決定の日から起算して１４日以内に契約保証金を納付して、徳島市市有 

  財産賃貸借契約書により契約を締結しなければなりません。 

 ２ 各物件の契約保証金の額は１号物件８，１９０円、２号物件８，１９０円、３号物件７，

０５０円、４号物件７，１４０円、５号物件７，１４０円とし、契約の締結以前に納付し

なければなりません。 

 ３ 契約保証金は、特に反対の意思表示がない限り、既に納付している入札保証金を充当す

る旨の申出があるものとして取り扱います。 

 ４ 契約保証金には利子を付しません。 

５ 徳島市契約規則第31条に掲げる各号の一に該当する場合には、契約保証金の全部又は一

部を免除することがあります。 

 ６ 契約の締結は、契約書を作成することによって行います。 

 ７ 契約の締結及び履行に関する一切の費用については、落札者の負担とします。 

 ８ 契約は、落札者が押印し後日徳島市が契約書に記名押印したときに確定します。 

    ９ 落札者が第20の１の期間内に契約保証金を納付して契約を締結しないときは、その者の

落札は効力を失うほかその者が納付している入札保証金は徳島市に帰属します。 
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 10 契約保証金は、契約の履行後に返還します。 

 

 （賃貸借料） 

第21 賃貸借料は、一般競争入札により決定することとし、入札金額に１００分の１１０を乗

じて得た額とします。 

２ 賃貸借料の納付については、年払いとし、徳島市が発行する納入通知書により毎年４月

末日までに納入しなければなりません。 

 

 （売上実績） 

第22 令和４年度から令和６年度における各入札物件の売上実績（参考数値）は次のとおりで

す。なお、４号物件及び５号物件の令和５年度分の売上実績は令和５年１１月から令和６

年３月までで令和６年度の売上実績はすべて上半期分です。 

 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 

（上半期分） 

１号物件 ２７，４８８本 ２５，９３５本 １３，３４３本 

２号物件 １６，８９３本 ２１，８２３本 １０，４１０本 

３号物件 ６，１０８本 ５，３０８本 ３，５４１本 

４号物件 - １，３０３本 ２，７５９本 

５号物件 - １，１４１本 ２，２７０本 

 

 （入札の中止等） 

第23 事情により予告なく入札を延期又は中止することがあります。 

 

 （その他） 

第24 一般競争入札の実施及び契約の締結は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同法 

施行令（昭和２２年政令第１６号）及び徳島市の定める規則等法令の定めるところによる 

もののほか、令和６年１１月２９日付公告（本要領と同じ内容）に基づき行います。 
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物  件  調  書（１号物件） 

 

所在地 
徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所本庁舎 １階（西側らせん階段下） 

※ 詳細は１８頁の位置図を御覧ください。 

貸付面積 

・本体：幅１５０ｃｍ×奥行９０ｃｍ 

・回収箱：幅５０ｃｍ×奥行５０ｃｍ 

（合計１．６平方メートル） 

・転倒防止の土台、放熱余地を含めて貸付面積内に設置すること。 

賃貸借料 

（最低賃貸借料） 
￥２７,３００．－（税込）（年額） 

設置物件 

・自動販売機１台及び容器回収箱１個を設置すること。 

・自動販売機には転倒防止のための土台を設置すること（アンカーボルト等による建物

を傷つける設置は認めない。）。 

・販売品目に応じた容器回収箱を設置すること。 

・容器回収頻度、回収量を考慮し、容器が溢れたり散乱しないよう適切に回収するこ

と。 

・電気使用量を計測する子メーターを自らの負担で設置すること。 

・子メーターは、自動販売機本体の上に設置すること。 

・物件の設置方法・時期等の詳細については、施設管理者と協議のうえ決定すること。 

販売品目 

・酒類を除く飲料（缶・ビン・ペットボトルに限る。）とする。 

・利用者の嗜好に幅広く対応できるよう、お茶、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、スポーツ

ドリンク、特定保健用食品の飲料等極力バラエティに富んだ品揃えとする。 

・標準販売価格以下とする。 

・販売品目の詳細については、施設管理者と協議のうえ決定すること。 

その他 

・大規模災害発生時において、徳島市が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫

飲料を設置者の負担により無料で提供できる機能を備えていること（停電時において

も使用可能であること）。 

・災害対応型であることを表示していること。 

・周辺環境に配慮したユニバーサルデザインであること。 

・省エネに配慮した自動販売機を設置するよう努めること。 

・商品の管理・補充、売上・釣銭の管理、衛生管理を十分に行うこととし、施設管理者

からの指導があった場合には、改善に努めること。 

・商品の補充、容器の回収等の時期及び方法については、施設管理者と協議のうえ決定

すること。 

・自動販売機の保守・管理を十分に行うこととし、故障等のトラブルがあった場合に設

置者の責任において迅速かつ適切に対応すること。また、対応のための連絡先の表示

等の措置をとること。 

・電子マネーやQRコード決裁など、多様なキャッシュレス決裁に対応できるよう努める

こと。 

・自動販売機設置に伴う事故及び商品等の盗難、破損については、徳島市の責に帰する

ことが明らかな場合を除き、徳島市は責任を負わない。 

・電気使用量及び売上実績を半期ごとに報告すること（半期の翌月末までに）。売上実

績については公表する可能性があること。 

・電気料金等の光熱水費についても設置事業者の負担とし、徳島市の指定する期限まで

に徳島市の指定する方法で納付すること。 

・設置工事は貸付期間内に行うこと。令和７年４月１日から営業開始できなかった場合
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でも本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じません。貸付期間満了後は本市が

特に認めた場合を除き、原状回復の上返還すること。 

・自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他一切の費用は設置者の負担

とする。 

・設置者は、上記仕様その他の自動販売機の設置、運営、管理等について、関係法令等

を遵守すること。 
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物  件  調  書（２号物件） 

 

所在地 
徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所本庁舎 １階（西側らせん階段下） 

※ 詳細は１８頁の位置図を御覧ください。 

貸付面積 

・本体：幅１５０ｃｍ×奥行９０ｃｍ 

・回収箱：幅５０ｃｍ×奥行５０ｃｍ 

（合計１．６平方メートル） 

・転倒防止の土台、放熱余地を含めて貸付面積内に設置すること。 

賃貸借料 

（最低賃貸借料） 
￥２７，３００．－（税込）（年額） 

設置物件 

・自動販売機１台及び容器回収箱１個を設置すること。 

・自動販売機には転倒防止のための土台を設置すること（アンカーボルト等による建物

を傷つける設置は認めない。）。 

・販売品目に応じた容器回収箱を設置すること。 

・容器回収頻度、回収量を考慮し、容器が溢れたり散乱しないよう適切に回収するこ

と。 

・電気使用量を計測する子メーターを自らの負担で設置すること。 

・子メーターは、自動販売機本体の上に設置すること。 

・物件の設置方法・時期等の詳細については、施設管理者と協議のうえ決定すること。 

販売品目 

・酒類を除く飲料（缶・ビン・ペットボトルに限る。）とする。 

・利用者の嗜好に幅広く対応できるよう、お茶、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、スポーツ

ドリンク、特定保健用食品の飲料等極力バラエティに富んだ品揃えとする。 

・標準販売価格以下とする。 

・販売品目の詳細については、施設管理者と協議のうえ決定すること。 

その他 

・大規模災害発生時において、徳島市が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫

飲料を設置者の負担により無料で提供できる機能を備えていること（停電時において

も使用可能であること）。 

・災害対応型であることを表示していること。 

・周辺環境に配慮したユニバーサルデザインであること。 

・省エネに配慮した自動販売機を設置するよう努めること。 

・商品の管理・補充、売上・釣銭の管理、衛生管理を十分に行うこととし、施設管理者

からの指導があった場合には、改善に努めること。 

・商品の補充、容器の回収等の時期及び方法については、施設管理者と協議のうえ決定

すること。 

・自動販売機の保守・管理を十分に行うこととし、故障等のトラブルがあった場合に設

置者の責任において迅速かつ適切に対応すること。また、対応のための連絡先の表示

等の措置をとること。 

・電子マネーやQRコード決裁など、多様なキャッシュレス決裁に対応できるよう努める

こと。 

・自動販売機設置に伴う事故及び商品等の盗難、破損については、徳島市の責に帰する

ことが明らかな場合を除き、徳島市は責任を負わない。 

・電気使用量及び売上実績を半期ごとに報告すること（半期の翌月末までに）。売上実

績については公表する可能性があること。 

・電気料金等の光熱水費についても設置事業者の負担とし、徳島市の指定する期限まで

に徳島市の指定する方法で納付すること。 

・設置工事は貸付期間内に行うこと。令和７年４月１日から営業開始できなかった場合
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でも本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じません。貸付期間満了後は本市が

特に認めた場合を除き、原状回復の上返還すること。 

・自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他一切の費用は設置者の負担

とする。 

・設置者は、上記仕様その他の自動販売機の設置、運営、管理等について、関係法令等

を遵守すること。 
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物  件  調  書（３号物件） 

 

所在地 
徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所本庁舎 １階（東側自動販売機コーナー） 

※ 詳細は１８頁の位置図を御覧ください。 

貸付面積 

・本体：幅１２５ｃｍ×奥行９０ｃｍ×高さ２２０ｃｍ 

（高さは子メーターを含むものとする） 

・回収箱：幅５０ｃｍ×奥行５０ｃｍ 

（合計１．３７５平方メートル） 

・転倒防止の土台、放熱余地を含めて貸付面積内に設置すること。 

賃貸借料 

（最低賃貸借料） 
￥２３，５００．－（税込）（年額） 

設置物件 

・自動販売機１台及び容器回収箱１個を設置すること。 

・自動販売機には転倒防止のための土台を設置すること（アンカーボルト等による建物

を傷つける設置は認めない。）。 

・販売品目に応じた容器回収箱を設置すること。 

・容器回収頻度、回収量を考慮し、容器が溢れたり散乱しないよう適切に回収するこ

と。 

・電気使用量を計測する子メーターを自らの負担で設置すること。 

・子メーターは、自動販売機本体の上に設置すること。 

・物件の設置方法・時期等の詳細については、施設管理者と協議のうえ決定すること。 

販売品目 

・酒類を除く飲料（缶・ビン・ペットボトルに限る。）とする。 

・利用者の嗜好に幅広く対応できるよう、お茶、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、スポーツ

ドリンク、特定保健用食品の飲料等極力バラエティに富んだ品揃えとする。 

・標準販売価格以下とする。 

・販売品目の詳細については、施設管理者と協議のうえ決定すること。 

その他 

・大規模災害発生時において、徳島市が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫

飲料を設置者の負担により無料で提供できる機能を備えていること（停電時において

も使用可能であること）。 

・災害対応型であることを表示していること。 

・周辺環境に配慮したユニバーサルデザインであること。 

・省エネに配慮した自動販売機を設置するよう努めること。 

・商品の管理・補充、売上・釣銭の管理、衛生管理を十分に行うこととし、施設管理者

からの指導があった場合には、改善に努めること。 

・商品の補充、容器の回収等の時期及び方法については、施設管理者と協議のうえ決定

すること。 

・自動販売機の保守・管理を十分に行うこととし、故障等のトラブルがあった場合に設

置者の責任において迅速かつ適切に対応すること。また、対応のための連絡先の表示

等の措置をとること。 

・電子マネーやQRコード決裁など、多様なキャッシュレス決裁に対応できるよう努める

こと。 

・自動販売機設置に伴う事故及び商品等の盗難、破損については、徳島市の責に帰する

ことが明らかな場合を除き、徳島市は責任を負わない。 

・電気使用量及び売上実績を半期ごとに報告すること（半期の翌月末までに）。売上実

績については公表する可能性があること。 

・電気料金等の光熱水費についても設置事業者の負担とし、徳島市の指定する期限まで

に徳島市の指定する方法で納付すること。 

・設置工事は貸付期間内に行うこと。令和７年４月１日から営業開始できなかった場合
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でも本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じません。貸付期間満了後は本市が

特に認めた場合を除き、原状回復の上返還すること。 

・自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他一切の費用は設置者の負担

とする。 

・設置者は、上記仕様その他の自動販売機の設置、運営、管理等について、関係法令等

を遵守すること。 
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物  件  調  書（４号物件） 

 

所在地 
徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所本庁舎 １２階（食堂内） 

※ 詳細は１９頁の位置図を御覧ください。 

貸付面積 

・本体：幅１３０ｃｍ×奥行９０ｃｍ 

・回収箱：幅４５ｃｍ×奥行５０ｃｍ 

（合計１．３９５平方メートル） 

・転倒防止の土台、放熱余地を含めて貸付面積内に設置すること。 

賃貸借料 

（最低賃貸借料） 
￥２３,８００．－（税込）（年額） 

設置物件 

・自動販売機１台及び容器回収箱１個を設置すること。 

・自動販売機には転倒防止のための土台を設置すること（アンカーボルト等による建物

を傷つける設置は認めない。）。 

・販売品目に応じた容器回収箱を設置すること。 

・容器回収頻度、回収量を考慮し、容器が溢れたり散乱しないよう適切に回収するこ

と。 

・電気使用量を計測する子メーターを自らの負担で設置すること。 

・子メーターは、自動販売機本体の上に設置すること。 

・物件の設置方法・時期等の詳細については、施設管理者と協議のうえ決定すること。 

販売品目 

・酒類を除く飲料（缶・ビン・ペットボトルに限る。）とする。 

・利用者の嗜好に幅広く対応できるよう、お茶、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、スポーツ

ドリンク、特定保健用食品の飲料等極力バラエティに富んだ品揃えとする。 

・標準販売価格以下とする。 

・販売品目の詳細については、施設管理者と協議のうえ決定すること。 

その他 

・大規模災害発生時において、徳島市が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫

飲料を設置者の負担により無料で提供できる機能を備えていること（停電時において

も使用可能であること）。 

・災害対応型であることを表示していること。 

・周辺環境に配慮したユニバーサルデザインであること。 

・省エネに配慮した自動販売機を設置するよう努めること。 

・商品の管理・補充、売上・釣銭の管理、衛生管理を十分に行うこととし、施設管理者

からの指導があった場合には、改善に努めること。 

・商品の補充、容器の回収等の時期及び方法については、施設管理者と協議のうえ決定

すること。 

・自動販売機の保守・管理を十分に行うこととし、故障等のトラブルがあった場合に設

置者の責任において迅速かつ適切に対応すること。また、対応のための連絡先の表示

等の措置をとること。 

・電子マネーやQRコード決裁など、多様なキャッシュレス決裁に対応できるよう努める

こと。 

・自動販売機設置に伴う事故及び商品等の盗難、破損については、徳島市の責に帰する

ことが明らかな場合を除き、徳島市は責任を負わない。 

・電気使用量及び売上実績を半期ごとに報告すること（半期の翌月末までに）。売上実

績については公表する可能性があること。 

・電気料金等の光熱水費についても設置事業者の負担とし、徳島市の指定する期限まで

に徳島市の指定する方法で納付すること。 

・設置工事は貸付期間内に行うこと。令和７年４月１日から営業開始できなかった場合



15 

 

でも本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じない。貸付期間満了後は本市が特

に認めた場合を除き、原状回復の上返還すること。 

・自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他一切の費用は設置者の負担

とする。 

・設置者は、上記仕様その他の自動販売機の設置、運営、管理等について、関係法令等

を遵守すること。 
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物  件  調  書（５号物件） 

 

所在地 
徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所本庁舎 １２階（食堂内） 

※ 詳細は１９頁の位置図を御覧ください。 

貸付面積 

・本体：幅１３０ｃｍ×奥行９０ｃｍ 

・回収箱：幅４５ｃｍ×奥行５０ｃｍ 

（合計１．３９５平方メートル） 

・転倒防止の土台、放熱余地を含めて貸付面積内に設置すること。 

賃貸借料 

（最低賃貸借料） 
￥２３，８００．－（税込）（年額） 

設置物件 

・自動販売機１台及び容器回収箱１個を設置すること。 

・自動販売機には転倒防止のための土台を設置すること（アンカーボルト等による建物

を傷つける設置は認めない。）。 

・販売品目に応じた容器回収箱を設置すること。 

・容器回収頻度、回収量を考慮し、容器が溢れたり散乱しないよう適切に回収するこ

と。 

・電気使用量を計測する子メーターを自らの負担で設置すること。 

・子メーターは、自動販売機本体の上に設置すること。 

・物件の設置方法・時期等の詳細については、施設管理者と協議のうえ決定すること。 

販売品目 

・酒類を除く飲料（缶・ビン・ペットボトルに限る。）とする。 

・利用者の嗜好に幅広く対応できるよう、お茶、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、スポーツ

ドリンク、特定保健用食品の飲料等極力バラエティに富んだ品揃えとする。 

・標準販売価格以下とする。 

・販売品目の詳細については、施設管理者と協議のうえ決定すること。 

その他 

・大規模災害発生時において、徳島市が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫

飲料を設置者の負担により無料で提供できる機能を備えていること（停電時において

も使用可能であること）。 

・災害対応型であることを表示していること。 

・周辺環境に配慮したユニバーサルデザインであること。 

・省エネに配慮した自動販売機を設置するよう努めること。 

・商品の管理・補充、売上・釣銭の管理、衛生管理を十分に行うこととし、施設管理者

からの指導があった場合には、改善に努めること。 

・商品の補充、容器の回収等の時期及び方法については、施設管理者と協議のうえ決定

すること。 

・自動販売機の保守・管理を十分に行うこととし、故障等のトラブルがあった場合に設

置者の責任において迅速かつ適切に対応すること。また、対応のための連絡先の表示

等の措置をとること。 

・電子マネーやQRコード決裁など、多様なキャッシュレス決裁に対応できるよう努める

こと。 

・自動販売機設置に伴う事故及び商品等の盗難、破損については、徳島市の責に帰する

ことが明らかな場合を除き、徳島市は責任を負わない。 

・電気使用量及び売上実績を半期ごとに報告すること（半期の翌月末までに）。売上実

績については公表する可能性があること。 

・電気料金等の光熱水費についても設置事業者の負担とし、徳島市の指定する期限まで

に徳島市の指定する方法で納付すること。 

・設置工事は貸付期間内に行うこと。令和７年４月１日から営業開始できなかった場合
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でも本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じない。貸付期間満了後は本市が特

に認めた場合を除き、原状回復の上返還すること。 

・自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他一切の費用は設置者の負担

とする。 

・設置者は、上記仕様その他の自動販売機の設置、運営、管理等について、関係法令等

を遵守すること。 
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